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試験申込み
（一部科目免除（研究認定）申請）

税理士試験

◆本マニュアルでは、今回認定を受けても試験科目の全部が免
除とならず、
【税理士試験の受験申込みと同時に一部科目免除（研究認定）
を申請】する場の流れについて取り扱っています。
※「受験申込みのみ」又は「学識、資格又は職歴による試験の
免除」を申請する場合は別マニュアルとなっておりますのでご
留意ください。
※研究認定申請とは・・・平成14年４月1日以後大学院修士課
程進学者が税理士試験の試験科目の免除を受けようとする際の
申請となります。詳細は国税庁HPをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/kaisei-qa/02.htm#a-05
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/kaisei-qa/02.htm#a-05
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/kaisei-qa/02.htm#a-05
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/kaisei-qa/02.htm#a-02
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/kaisei-qa/02.htm#a-02
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1. 税理士試験申込み（研究認定申請）について 2P
2. 申込内容の登録（Step1）

1. 区分選択  3P
1. 申請内容の入力 5P～6P
2. 申請区分の入力 8P～9P

2. 必要書類アップロード
1. 受験資格を有することを証する書面 10P
2. 認定を申請するものに関する提出書面  11P～12P 

3. 受験地選択 13P
4. 住所の入力 13P
5. 顔写真アップロード 14P
6. 申込内容の登録完了 15P

3. 申込内容の審査（Step2）
1. 審査待ち 16P
2. 承認 16P
3. 審査済（要ファイル再提出） 17P
4. 棄却 18P

4. 手数料貼付台紙の郵送（Step3） 19P～21P
5. 申込完了後の流れ（受験票について） 22P～23P
6. 申込完了後の流れ（研究認定の審査） 24P
7. 申込完了後の流れ（試験結果の通知） 25P

税理士試験受験案内を必ず合わせて確認してください。
【受験案内（国税庁HP）】
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/
shikenkekka/annai.htm

目次 ※申請区分誤りにご注意ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikenkekka/annai.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikenkekka/annai.htm
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税理士試験のWEB申込みは、マイページ内の[試験申込申請]から手続きを進めます。

ステップ 概要

受験区分、科目の選択、顔写真および必要書類のアップ
ロードを行います。

提出内容について、国税審議会事務局または各国税局に
て審査が行われます。不備がある場合はマイページや
メールにて通知されます。

手数料貼付台紙をダウンロードし、受験手数料（認定手
数料）を納付します。

WEB申込みは、大きく分けて以下の3つのステップで完了します。
現在のステップでの手続きが完了すると、次のステップが利用可能になります。

申込みの手続きは、申請パターンによって申請画面の表示内容や必要書類が異なります。
・試験申込みのみ行う場合（マニュアル「試験申込み」を参照）

─合格・免除情報あり
─合格・免除情報なし

・試験申込みと一部科目免除申請を同時に行う場合
─税理士試験免除申請（マニュアル「試験申込み（一部科目免除申請）」を参照）
─研究認定申請（本マニュアル）

次ページより、ご自身の申込内容に応じた申請パターンをご確認の上、申込手続きを進め
てください。
申請区分を誤って申請すると修正できないため、研究認定申請は受理されません。

１. 税理士試験申込み（研究認定申請）について
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２. 申込内容の登録（Step１）
試験情報を十分に確認した上で、[申込内容を登録する]を押下します。
続いて[留意事項]が表示されますので、記載されたURLから受験案内をよく読み、
[同意する]へ進んでください。

1

2 続いて[申込内容の登録]画面が表示されますので、上から順に必要事項を入力して
ください。すべての項目の入力が完了すると、申込内容の登録が完了します。

2.1. 区分選択
申請区分、受験区分、職業区分、学歴区分を選択します。
※一度登録すると、次回以降は前回入力した内容が反映された状態で表示されます。
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マニュアル「試験申込み」を
参照してください。

免除種類

一部科目免除申請 一部科目免除
（研究認定）申請※

受
験
の
み

一
部
科
目
免
除
申
請

POINT

※１ 合格(免除)情報をお持ちの方
一部科目合格（免除）通知番号を入力しますので、税理士試験結果等通知書や証明書等をお手
元にご用意の上、申請を進めてください。

ご自身の状況に該当する区分を確認の上、各手続きの案内ページより申請を進めてください。

本マニュアル参照

※平成14年4月1日以降大学院
修士課程進学者

マニュアル
「試験申込み（一部科目免

除申請）」へ

２. 申込内容の登録（Step１）
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一部科目免除申請を申し込む方はこちら

申請内容の選択1

・申請内容
受験申請のほかに、学歴・資格又は職歴による試験免除の申請も併せて行う場合は

[一部科目免除申請]を選択します。
・免除の申請区分
税理士試験免除申請、または研究認定申請のどちらかを選択します。
選択内容によって下記の表示内容が変化します。

・・・研究認定申請の場合

・研究認定申請を行う科目
申請を行う科目（会計学もしくは税法）を選択します。

2.1.1. 申請内容の入力

２. 申込内容の登録（Step１）
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2 通知番号の入力

・一部科目免除通知番号、一部科目合格通知番号※研究認定申請の場合は入力必須
番号をお持ちの方は入力してください。

・科目「富裕税」合格、科目「物品税」合格
過去に「富裕税」もしくは「物品税」に合格している場合は、こちらのチェックボック

スにチェックを入れてください。
・氏名（カナ）確認
通知番号を入力した方で、通知書に記載の氏名（フリガナ）がマイページに登録されて

いる氏名（フリガナ）と異なる場合は、［一致しない]にチェックを入れ、通知書に記載の
氏名（カナ）を入力してください。

通知番号に入力された番号を入力します（入力がないと研究認定申請はできません）。

◆研究認定申請の場合の合格通知番号について
研究認定申請の免除要件として、申請分野の試験科目で1科目以上に合格している必要があるため、
一部科目合格番号の入力が必須となります。番号を有していない場合、申請することはできません。

２. 申込内容の登録（Step１）

POINT
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3 職業・学歴区分の入力

・職業区分
選択肢の中から該当する職業を選択してください。

・学歴区分
選択肢の中から該当する学歴を選択してください。

4 入力内容を確認し[次へ]を押下

・一部科目免除通知番号、一部科目合格通知番号を入力してエラーとなる場合
①番号の入力誤りがないか今一度ご確認ください。
②過去に一部科目合格通知番号統合願を提出された場合、一部科目合格番号がお手元の結
果等通知書の番号と異なっている場合があります。
③最後に受験した際の氏名とマイページ登録の氏名が異なっていないか今一度ご確認くだ
さい。改姓・改名された場合は、［一致しない]にチェックを入れ、過去の氏名を「通知書
の氏名（カナ）」欄に入力してください。
④上記対応でもエラーが解消できない場合は、国税審議会事務局までお問合せください。

・過去に科目合格もしくは免除科目がある場合で番号が不明な場合
過去の税理士試験結果等通知書を紛失し一部科目合格番号、一部科目免除番号が不明な場

合は必ず受験案内記載の期限までに証明願の提出をお願いいたします。
※期限までに証明書の請求がない場合、試験申込期間内に証明書の発行ができません。
※一部科目合格番号、一部科目免除番号の電話での照会には一切応じられません。

２. 申込内容の登録（Step１）

POINT

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikenkekka/annai.htm


申請をしたい科目についてプルダウンリストから受験区分を選択してください。
合格済、免除申請済の科目についても該当する区分を選択してください。

2.1.2. 申請区分の入力

8

POINT
◆申請区分について
申請区分は次のとおりです。申込内容によって選択可能な選択肢がプルダウンリストに表示されます。

１：受験申込
２：合格済科目
３：大学教授等により税理士試験の免除を申請するものもしくは過去に免除決定されたもの
４：学位取得により税理士試験の免除を申請するものもしくは過去に免除決定されたもの
５：公認会計士試験論文式試験（会計学）合格もしくは会計士補等により税理士試験の免除を申請するも
のもしくは過去に免除決定されたもの

６：国税職員の税務職歴により税理士試験の免除を申請するものもしくは過去に免除決定されたもの
７：地方税職員の税務職歴により税理士試験の免除を申請するものもしくは過去に免除決定されたもの
８：合格していて免除（合格）を申請しないもの
A：研究の認定を申請するもの
B：過去に研究の認定を受けたもの

２. 申込内容の登録（Step１）
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各パターンごとの受験区分表示例(研究認定申請)

・前画面で合格番号のみ入力している場合
前画面の[研究認定申請を行う科目]で選択
した分野に
[２：合格済科目]
[A：研究の認定を申請するもの]
が表示されます。

合格済科目には[２]
研究認定申請する科目には[A]
受験したい科目には[１]
合格していて免除(合格)申請をしないもの
には[８]
を選択します。
※申請を行う際は、必ず認定申請を行う
科目を以外の科目で［1］で申請する必要
があります。

・前画面で免除番号も入力している場合
上記の選択肢に加え、免除情報を保持す
る科目に
[３～７：免除事由]が表示されます。

◆受験区分の入力について
①修士の学位等取得に係る研究が会計学に属する科目等であることについて認定を申請する場合
簿記論もしくは財務諸表論のうち合格している科目欄には「２：合格済科目」を選択し、それ以外の科

目には「A：研究の認定を申請するもの」を選択してください。
②修士の学位等取得に係る研究が税法に属する科目等に関するものであることについて、認定を申請す

る場合
合格している税法科目欄に「２：合格済科目」を選択し、この「２」と合わせて税法科目が３科目とな

るように所得税から順に「A：研究の認定を申請するもの」を選択してください。

POINT

２. 申込内容の登録（Step１）
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2.2. 必要書類アップロード

受験申請、免除申請、研究認定申請に必要な書類をアップロードしてください。
アップロードされた書類は、受験地を管轄する国税局等にて審査されます。

2.2.1. 受験資格を有することを証する書面

[入力する］ボタンから、アップロード
画面へ遷移します。

前回までに受験申し込みをしたこと
の有無について「あり」を選択し、
税理士試験受験案内４ページ以降に
記載の提出書面をアップロードの上、
受験資格は当初受験したときの受験
資格を選択してください。

前回までに受験申し込みをしたことの有無

初めて税理士試験を受験する場合または新規受験者と同様に受験資格を証する書
面を提出する場合

前回までに受験申し込みをしたことの
有無「なし」を選択し、
該当する受験資格を選択の上、
受験資格を満たす職歴もしくは学歴に
ついて、画面上に表示された記載例の
通り詳細を記載し、
受験資格を有することを証する書類を
アップロードしてください。

1

2

2

２. 申込内容の登録（Step１）
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[入力する］ボタンから、アップ
ロード画面へ遷移します。

アップロード画面から提出書面を
アップロードします。

必要書類については、「①修士の
学位取得に係る学位論文の写し」
以外の書面を、論文については、
「②修士の学位取得に係る学位論
文の写し」を、それぞれZIP形式
にまとめたデータをアップロード
してください。
※必要書類の詳細は次ページをご参照
ください。

一度にアップロードできるデータ
サイズは、必要書類と論文をあわ
せて80MBまでです。

ファイルサイズが上限を超える場
合は注意文言が表示されますので
80MB以内に収めて再アップロー
ド
または
「郵送する」を選択し、後日ダウ
ンロード可能となる手数料添付台
紙とあわせて国税局等へ郵送して
ください。

1

2

3

２. 申込内容の登録（Step１）

2.2.2. 研究の認定を申請するものに関する提出書面
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2.2.2. 研究の認定を申請するものに関する提出書面

POINT
① 修士の学位取得に係る学位論文の写し以外の書面

・学位取得証明書（「修士（法学）」、「修士（商学）」等の学位名が記載されたもの）

・成績証明書（注2）（入学年月が確認できない場合は「在籍期間の証明書」も必要）

・論文の内容及び修士の学位等取得に係る論文であることについての指導教授の証明書

・履修要項等における修了した研究科の履修規定のうち、修了要件（在籍期間、必要単位数、修士論文の審

査に合格等の条件)が記載された部分の写し

・講義概要（講義要項）等のうち履修した全科目の担当教授、講義内容及び単位数が記載された部分の写し

(注3)

・合格科目を証する税理士試験等結果通知書又は一部科目合格（免除決定）通知書（一部科目合格通知書の

直近分が昭和60年度以前のものである場合には、合格済みの全科目分）の写し

（注1） 申請内容によっては提出書面のほかに、国税審議会が必要があると認めた書類の提出を求める場

合があります。

（注2） 当該申請に係る科目を内容とする単位(4単位以上)については科目名を○で囲んでください。

（注3） 申請に係る科目については、講義概要(講義要項)等で具体的な講義内容が分からない場合には、別

途講義内容を説明する資料が必要になります。

② 修士の学位取得に係る学位論文の写し

修士の学位等取得に係る学位論文の写し（学位論文の表紙、目次(ページ数が記入されているもの)及び参

考（引用）文献目録を添付する。）

２. 申込内容の登録（Step１）
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2.3. 受験地選択

[入力する］ボタンから、受験地入力画
面へ遷移します。

希望する受験地をリストから選択します。
選択した受験地を管轄する国税局等の住
所が、後日ダウンロード可能な手数料納
付台紙の郵送先として自動設定されます。

※申込完了後の受験地変更はできません。
※具体的な試験会場は指定できません。
試験会場は、後日マイページに公開され
る受験票にて通知されます。

2.4. 住所の入力

[入力する］ボタンから、受験地入力
画面へ遷移します。

住所入力画面にて住所情報を入力しま
す。
試験（5科目）合格となった場合、本
画面で登録した住所へ合格証書が送付
されます。
※一部科目合格（免除）となった場合
の結果等通知書及び、合格科目がな
かった場合の結果通知書はマイページ
で通知されますので書面による郵送は
行われません。

1

2

1

2

２. 申込内容の登録（Step１）
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2.5. 顔写真アップロード
[入力する］ボタンから、アップ
ロード画面へ遷移します。

アップロード画面にて、顔写真を
アップロードします。

アップロード画面にて
・拡大縮小
・トリミング
が可能です。

1

2

POINT

◆顔写真について
顔写真は本人確認に使用しますので、下記のファイル形式に沿った写真をアップロードしてください。
ファイル形式に合わないものは再アップロードが必要となりますので、必ずファイル形式を確認の上、
正しい写真をアップロードしてください。
【顔写真の規格】

1. 脱帽・正面向・顔中心の人物配置で背景が無地のもの
2. カラー写真であること
3. 申込日前６か月以内に撮影したもの

※受験時に眼鏡を使用する場合は、眼鏡をかけて撮影してください。（色付き、反射のあるものは避けてく
ださい）
※受験者本人以外の写真をアップロードした場合、受験申込みは受理できません。

２. 申込内容の登録（Step１）
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2.6. 申込内容の登録完了
すべての申込内容の登録が完了したら、［登録完了］ボタンを押下してください。
申込完了後は内容の変更ができませんので、登録前に必ず内容をご確認ください。

登録した申込内容は、マイページから確認が可能です。
※現時点ではまだ申込みは完了していません。申込期間中に、次のStepへ進んでください。
※この段階ではまだ受験手数料を納める手数料貼付台紙は表示されません。

２. 申込内容の登録（Step１）



３. 申込内容の審査（Step２）
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STEP1の申込内容の登録完了後、STEP2の審査に進みます。
申込内容は受験地を管轄する国税局等にて審査され、その結果はマイページへの掲
載とメールの両方で通知されますので、内容をご確認ください。

審査状況別の対応手順

3.1. 審査待ち

受験地を管轄する国税局等において審査を行っ
ている状態です。

3.2. 承認

審査が完了し、承認された状態です。
マイページへログインの上、Step3以降の手
続きを進めてください。
こちらのメールを受領後、受験手数料等を
支払うための手数料貼付台紙がダウンロー
ド可能になります。

▼送付メール
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3.3. 審査済（要ファイル再提出）

審査の結果、提出書類に不備があった状態です。
マイページ、送付メールにて通知された審査結
果を確認し、[ファイルの再アップロードはこ
ちら]ボタンから必要書類を再度アップロード
してください。
※メール本文に再アップロードの期限が記載さ
れていますので、当該期日までに再アップロー
ドしてください。
（期日までに再アップロードされなかった場合、
受験申込みは棄却されます）

必要書類をアップロードした後、
[アップロードを完了する]ボタンを必ず押下し
てください。
審査状況は再び[審査待ち]に戻ります。
※必ず[審査待ち]に戻っていることを確認して
ください。 [審査待ち]に戻っていない場合、
ファイルのアップロードが成功しておりません
ので、再度必要書類をアップロードしてくださ
い。

▼送付メール

３. 申込内容の審査（Step２）
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3.4. 棄却

申請区分の誤りや申込要件を満たしていない
場合、指定された期限までに必要書類の再
アップロードがされなかった場合などで受験
申込が棄却された状態です。

税理士試験申込期間内であれば、再度申込申
請を行うことが可能です。
再度申込みを行う場合は、[申込内容を登録
する]ボタンを押下し、改めて申込登録を
行ってください。

※[申込内容を登録する]ボタンを押下すると、
現在入力されている内容は消去され、一から
の登録となります。
※税理士試験申込期間外になりますと再度申
込みをすることはできません。

▼送付メール

３. 申込内容の審査（Step２）



４. 手数料台紙の郵送（Step３）
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申込内容の審査（Step2）終了後、手数料貼付台紙ファイルをダウンロード可能となり
ます。出力し、収入印紙を貼り付けた上で、送付先に記載された住所へ郵送してくだ
さい。受験料の支払いをもって、申込完了となります。
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1 [PDFダウンロード]ボタンを押下し、
手数料貼付台紙をダウンロードの上
印刷します。
手数料は、受験手数料用と認定手数
料用で台紙が分かれています。

2 収入印紙貼り付け欄に、すべての収
入印紙を貼り付けてください。台紙
ごとに、定められた金額の手数料を
貼り付けてください。
※消印はしないでください。
※異なる台紙へ収入印紙を貼り付け
ても納付とは見なされませんので、
ご注意ください。

3 期限内に送付先の国税局等まで郵送し
ます。
※直接持参しても受理できませんので
必ず郵送してください。

４. 手数料台紙の郵送（Step３）
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POINT

◆手数料貼付台紙のダウンロード及び出力について

申込内容の審査（Step2）終了後に受験手数料を支払うための手数料貼付台紙の出力が可能となります。

専用サイト及び手数料貼付台紙に記載の期日までに受験地を管轄する国税局等へ収入印紙を貼付した収入印

紙貼付台紙とマイナンバーを確認できる書類の写しを一般書留、簡易書留又は特定記録郵便で受験地を管轄

する国税局等へ郵送してください。

※直接持参しても受け付けられません。

※マイページより出力された手数料貼付台紙以外の用紙に収入印紙を貼付し提出しても受け付けられませ

ん。

◆手数料貼付台紙の郵送について

手数料貼付台紙送付期限が台紙に記載されておりますので当該期日までに郵送する必要があります。

※郵送期限までに必着となるよう提出すること。郵送期限までに提出がない場合、受験申込みを受け付け

ることはできません。状況に応じて、速達郵便の利用をご検討ください。手数料貼付台紙を国税局等に直接

持参しても受理しません（通信日付印は有効ではありません）。

試験申込内容に不備等があった場合には、手数料貼付台紙が出力可能となってから、手数料貼付台紙の送

付期限までの期間が短い場合もあるため、①受験手数料分の収入印紙、②マイナンバーを確認できる書類の

写しについては事前準備をしておいてください。なお、状況に応じて速達郵便等をご利用ください。

４. 手数料台紙の郵送（Step３）



５. 申込完了後の流れ（受験票について）
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入金完了後～受験票公開まで
▼送付メール

手数料貼付台紙及び収入印紙の郵送後、納付
が確認されると、登録済みのメールアドレス
に「受験手数料の支払い完了のお知らせ」が
届きます。
※この通知をもって申込完了となります。

申込完了後は、マイページの「試験申込申
請」画面、または支払い完了メールに記載さ
れている「受験票公開日時」までお待ちくだ
さい。なお、申込内容はマイページの「試験
申込申請」からいつでも確認可能です。

受験票公開～試験日まで

受験票の公開日時以降、マイページの「試験
申込申請」画面から受験票のダウンロードが
可能です。
試験当日までに必ずダウンロードし、印刷し
たものを試験場へ持参してください。
※受験票の郵送はありませんので必ず、ご自
身でマイページよりご確認ください。
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POINT

◆受験票のダウンロード及び出力について

受験票の公開日はマイページに記載されていますので、納付後、確実確認してください。

受験票公開日にメール等での通知はありません。

受験票を印刷し、試験当日は、印刷した受験票を試験場に必ず持参してください。

※受験票を印刷せずスマートフォン等によりデータを持参した場合、受験は認めません。

印刷にあたっては次の規定に必ず従ってください。従わない場合、不正受験とみなされる場合がありま

す。

①Ａ４サイズの普通紙（白のみ）を使用すること

②片面印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、裏面は白紙であること

◆試験中、受験票は「ヤマオリ」線に沿って２つ折りしてください（切り取りは不可）。

５. 申込完了後の流れ（受験票について）
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・修士の学位取得に係る研究認定の審査について

６. 申込完了後の流れ（研究認定の審査）

平成14年4月1日以後に大学院に進学し、そこで授与された修士の学位等によ
り税法に属する科目又は会計学に属する科目の試験免除を受けようとする方は、
自己の研究が税法に属する科目等又は会計学に属する科目等に関するものであ
ることについて国税審議会から認定を受ける必要があります。
申込完了後に受験申込審査とは別に研究の認定に関する審査が実施されるた

め、後日、国税審議会より審査に関する確認の連絡や追加書類の提出を依頼す
る場合があります。



６. 申込完了後の流れ（試験結果の通知）
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POINT

◆結果通知はマイページにて通知されます（結果等通知書、結果通知書の郵送はありません）。

税理士試験合格発表日に各人のマイページにて試験結果が通知されます。

※税理士試験結果通知等はマイページよりダウンロード可能です。

税理士試験合格発表日にメール等での通知はありません。

※試験（５科目）合格者への合格証書は、WEB申込みの場合も郵送します。

登録いただいた住所宛てに送付いたしますので、申込後に住所を変更した場合は、必ず住所は最新の

ものとなるよう変更手続きをお願いします。

◆住所変更手続きについて

住所変更手続きは受験案内P14に記載されている期日まで受け付けています。

マイページ＞税理士試験メニュー【試験申込申請】＞【申込内容】内の受験申込住所欄から住所変更を

行うことができます。

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikenkekka/annai.htm
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